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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月22日(2013.7.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　比較的長期保存可能な生乳を製造するための方法であって、
　ａ）標準化の前に原乳から、又は
　ｂ）標準化の後に全乳から
少なくとも２ステップの遠心分離細菌除去（９００、９０１）が実施される、方法。
【請求項２】
　少なくとも２ステップの遠心分離細菌除去（９００、９０１）が実施される、比較的長
期保存可能な生乳を製造するための方法であって、少なくとも１つの細菌除去段階は、脱
脂前に既に実施されるが、第２の細菌除去段階は、脱脂乳の加工中に実施される、方法。
【請求項３】
　前記少なくとも２ステップの遠心分離細菌除去（９００、９０１）に続いて、乳が加熱
される（４００）ことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記加熱（４００）が、７０～８５℃にて再生的に実施されることを特徴とする、請求
項３に記載の方法。
【請求項５】
　ａ）所定の脱脂温度まで原乳を加熱する（２００）ステップと、
　ｂ）前記原乳を脱脂して（３００）、
　　　ｉ）所定の指針値に基づくある量の乳脂（３１０）を分割する（３２０）ステップ
と、さらに
　ｃ）前記乳を標準化するステップと、
　ｄ）前記標準化された乳を加熱する（４００）ステップと、
　ｅ）前記乳を高温維持する（５００）ステップと、
　ｆ）前記乳を冷却する（６００）ステップと、
　ｇ）包装する（８００）ステップと
を含むことを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも２つのステップが連続的に続く遠心分離細菌除去（９００、９０１）が
、前記乳を標準化するステップの後に、及び包装する（８００）ステップの前に実施され
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ることを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つの遠心分離細菌除去（９００）が、前記原乳を加熱する（２００）ステ
ップの後に、及び脱脂する（３００）ステップの前に実施されることと、前記脱脂された
乳（３６０）からの少なくとも１つのさらなる遠心分離細菌除去（９０１）が、実施され
ることとを特徴とする、請求項５又は６に記載の方法。
【請求項８】
　前記乳脂（３１０）が、前記原乳を脱脂する（３００）ステップの後に細菌除去のため
に加熱される（３９０）ことを特徴とする、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記乳脂（３１０）が、前記原乳を脱脂する（３００）ステップの後に、及び前記ある
量の乳脂（３１０）を分割する（３２０）ステップの前に細菌除去のために加熱されるこ
とを特徴とする、請求項５～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　包装する（８００）ステップが、無菌包装として実施されることを特徴とする、請求項
５～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記遠心分離細菌除去の少なくとも１つの段階が、分離ディスクから作製されたディス
クスタックを有する分離器において実施されることを特徴とする、請求項１～１０いずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１２】
　フィンを有する分離器が使用され、前記フィンが、前記分離器のドラム内の分離ディス
クの外部に半径方向に配置されていることを特徴とする、請求項１～１１のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１３】
　滅菌された相は、細菌が除去された生乳中に再循環されないことを特徴とする、請求項
１～１２のいずれか一項に記載の方法。
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